
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 住宅取得資金の贈与を受けた場合 

Ｑ：住宅取得にあたり、現在６０歳の父親

から８００万円の贈与を受けることになりま

した。６５歳未満の者からの贈与にも適用さ

れるという、相続時精算課税制度の住宅取得

資金の特例の適用を受けようと思いますが、

今後父親からその他の財産の贈与を受けた場

合、税務上の取扱いはどうなりますか？ 

 

Ａ： ６５歳までの贈与についても相続時

精算課税制度の適用対象となり、この場合の

非課税限度額は２，５００万円となります。 

【解説】 

 相続時精算課税制度には、贈与者が６５歳

以上という要件がありますが、住宅取得資金

の贈与に限り年齢要件が外れ、６５歳未満の

贈与者からの贈与にも適用があります。この

住宅取得資金贈与の非課税限度額は、通常の

非課税限度枠２，５００万円に１，０００万

円を加算した３，５００万円です。いったん

この制度を採用すると、生涯継続しなけらば

ならず、途中で一般の贈与をすることはでき

ません。なお、６５歳未満の贈与者から住宅

取得資金の贈与を受けたあとにその他の財産

の贈与を受けた場合には、その贈与者が６５

歳になっていなかったとしても、引き続き相

続時精算課税制度の適用を受けることができ

ますが、この場合の非課税限度額は、通常の

非課税枠２，５００万円が限度となります。

住宅取得資金の贈与に係る１,０００万円の

非課税枠は、あくまで住宅取得資金専用です

ので、非課税枠の残額（今回は２００万円）

は加算されませんので注意してください。 
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